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令和４年度第３回施設運営検討委員会会議録 

 

 令和４年１０月７日千葉市中央区中央港１丁目１３番３号オークラ千葉ホテル２

階「ブリストル」において令和４年度第３回施設運営検討委員会を開催した。 

 

 

委員会の目的である事項 

 

報告事項   令和４年度第２回施設運営検討委員会の会議録について 

協議事項   令和３年度答申を受けた今後の対応について 

 

 

             招集年月日   令和４年１０月７日 

委 員 長   太 田  洋        

 

 

委員の定数は６名であるが、出席した委員は、次のとおりである。 

市町村長である議員の委員（３名） 

 太 田   洋 

小 坂 泰 久 

渡 辺 芳 邦 

 

市町村長以外の議員の委員（３名） 

 須 藤 和 人 

 松 本 孝 則 

 平 野   寛 
 
事務局から出席した職員は、次のとおりである。 

 事務局長            五木田  雅之 

事務局次長兼出納長       多 田 芳 子 

 事務局次長兼監査室長兼総務課長 布 施 幸 一 

 参事兼福祉課長         関   裕 行 

福祉課主幹兼厚生係長      吉 野   剛 

 施設長兼情報管理課長      工 藤   誠 

 施設管理課長兼施設管理係長   白 井 貴 弘 

 施設管理課主任主事       兼 平 知 史 

 
出席した専門員は、次のとおりである。 

 株式会社パートナーズコンサルティング 大 谷   健 
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開 会 （時刻９時５５分） 

 

 

 

事務局長  皆さま、おはようございます。事務局長の五木田でございます。定刻

前ではございますが、本日出席予定の皆さまがお揃いになりましたので、

施設運営検討委員会を始めさせていただきます。改めまして、委員の皆

様におかれましては、本日は、公務ご多忙のところ、お時間をいただき

まして、誠にありがとうございます。始めに、施設運営検討委員会の開

会にあたりまして、本日の出席状況をご報告させていただきます。本日、

ご出席をいただきました市町村長側委員は３名でございます。また、職

員側委員につきましても、３名のご出席をいただき、合計で６名のご出

席をいただいております。また、今回も、専門員の大谷様に出席をして

いただいております。それでは、ただいまから委員会次第にしたがいま

して「令和４年度第３回施設運営検討委員会」を始めさせていただきま

す。開会にあたりまして、太田委員長からご挨拶を賜り、その後の進行

につきましても、よろしくお願いいたします。 

 

委 員 長  令和４年度第３回施設運営検討委員会を開催するにあたりまして、一

言ごあいさつを申し上げます。委員各位におかれましては、大変お忙し

い中、ご出席を賜り、厚くお礼申し上げます。さて、本日、ご協議いた

だきます内容は、令和３年度答申を受けました、今後の運営等について

でございます。施設それぞれ、昨年度と比べ改善傾向ではありますが、

いまだ厳しい状況が続いております。そのような中、各施設の今後の運

営、方向性等についてをご協議いただき、どのような答申としていくの

かをご検討いただきたいと思います。詳細につきましては、事務局から

説明がありますので、ご協議賜りますようお願い申し上げ、開会のあい

さつといたします。なお、適宜、専門員である大谷健氏の発言につきま

しても了承することといたします。 

 

委 員 長  それでは、次第の３、報告事項、令和４年度第２回施設運営検討委員

会に係る会議録につきまして、報告をお願いします。工藤施設長。 

 

施 設 長  施設長の工藤でございます。おはようございます。よろしくお願いい

たします。お手元に資料１として提出させていただいております「令和

４年度第２回施設運営検討委員会」に係る会議録についてでございます。

こちらにつきましては、事前送付をさせていただいております。その内

容と同様のものとなっておりますので、事前にご確認いただいていると

いうことによりまして、詳しい説明については省略をさせていただきま

す。よろしくお願いいたします。 
 

委 員 長  ありがとうございました。ただいま報告のありました、令和４年度第

２回施設運営検討委員会に係る会議録につきまして、ご質疑がございま

したら、お願いいたします。 
 

（なしの声） 
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委 員 長  ありがとうございます。無いようでございますので、ご了承いただき

たいと思います。なお、会議録につきましては、当組合ホームページに

おいて公開することといたしますので、ご承知おきくださるよう、お願

いいたします。以上で報告事項を終結いたします。続きまして、次第の

４、協議事項、令和３年度答申を受けた今後の対応について、初めに、

黒潮荘に関する説明をお願いします。白井施設管理課長。 

 

施設管理課長  はい。施設管理課長の白井でございます。よろしくお願いいたします。

資料２、令和３年度答申を受けた今後の対応について、①になります、

黒潮荘の資料をご覧いただきたいと存じます。１ページをお開きいただ

きたいと思います。１の、黒潮荘の利用状況についてでございます。（１）

令和４年度黒潮荘利用状況等比較表でございます。こちらの方が、令和

４年１０月３日時点のものでございまして、平成３０年度、令和３年度、

令和４年度の比較ができる状況のものとなります。令和４年度につきま

しては、９月末となります。欄外にございますけれども、※で、令和４

年９月の利用人数については、現在の速報値となりますのでご承知おき

ください。その上で、令和４年度の利用率、そして稼働率がございます。

これの一番下、合計欄をご覧のいただきたいと思います。まず、利用率

が、４月から９月までの累計で、４５．２％の利用率でございました。

それから、稼働率につきましては、４月から９月までの累計で５６．６％

という状況でございます。ちなみに、利用人数の方は、左に２つ戻りま

すけれども、６，６１７名のご利用でございました。４月から９月まで

の上半期の状況でございます。次に一番右側、利用人数等比較増減でご

ざいます。令和３年度対比のところでございます。９月までの累計で、

一番下の合計欄でございますが、２，１４４人増加している状況でござ

います。こういったところから、回復傾向にあることが見て取れるもの

でございます。一方隣の、平成３０年度対比欄の一番下の合計欄をご覧

いただきたいと存じます。２，２５６人のマイナスの状況でございます。

コロナ禍前で、なおかつ施設収入が年間２億円を超えていた年度が平成

３０年度になるわけでございますが、令和６年度までの黒潮荘の目標の

売上高の数値、これが２億円を超えるところを回復のゴールとさせてい

ただいているところでございますので、こういったところに鑑みますと、

回復傾向ではあるものの、まだ道半ばであるということが見て取れるか

と思います。続きまして、下の２ページをご覧いただきたいと思います。

（２）の黒潮荘直営施設利用助成券利用枚数比較（枚）でございます。

こちらも令和４年１０月３日時点のものでございまして、こちらの比較

表は、平成３０年度から令和４年度までの、４月から９月までの比較が

できるものでございます。各年度、それから大人と子供が比較できるよ

うに、縦に並んでいるものでございますので、傾向が見て取れるかと思

います。下の表が直営施設利用助成券の利用枚数を掲げさせていただい

ているものでございますが、一番右側、合計欄でございます。合計欄の

小計をご覧いただきたいものでございます。平成３０年度から並んでい

るわけでございますけれども、令和２年度以降、利用券を使っていただ

ける組合員等の利用が伸びてきているということが分かろうかと思いま

す。こういったところから、コロナ禍の状況ではございますが、少しず

つ組合員の利用が回復してきているということになろうかと思います。
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こちらの方も、欄外にございますけれども、※にありますとおり、令和

４年９月の利用枚数については速報値というものでございますので、ご

承知おきくださいますようお願いいたします。では、恐れ入ります、１

枚お捲りいただきまして、３ページをご覧いただきたいと存じます。

（３）の黒潮荘の経営状況でございます。この表につきましては、経営

状況の傾向が見て取れるものでございまして、まずは、欄外にございま

すが、令和４年度の目標が掲げてあります。これは、横に引かれている

このグラフの中の青い破線と、オレンジの破線になるものでございます。

この右側にあります青色の破線、こちらの方につきましては、１年間、

黒潮荘の予算で目標としている１年間の、令和４年度の目標の利用率と

なっております。これが４４．８０％というものでございまして、同じ

くオレンジ色の破線、こちらの方が１年間、年度を通じての令和４年度

の目標稼働率というものでございます。６０．６５％の稼働を目標とさ

せていただいております。その上で、また横に引かれている青い実線で

ございます。こちらの方が、４月から９月までの、９月末時点での累計

の利用率の実績でございます。また合わせて、オレンジの実線、ちょっ

と細いですけれども、横に引かれているオレンジ色の実線が９月末時点

の稼働率の実績というものでございます。４月から９月までの実績とい

うものでございます。ここから、この実績からいきますと、９月末時点

では、年間利用率である、目標の利用率を上回っているということが見

て取れると思います。４４．８％に対して、４５．１６％というもので

ございます。四捨五入の関係で、先ほどの資料では４５．２％となって

いましたが、４５．１６％といずれにしても利用率が上回っているとい

う状況でございました。これに対して、稼働率の方はまだ達していない

というものでございまして、こちらの方もお部屋の稼働を上げていくと

いうことは大事でございますが、黒潮荘、事務局といたしましては、ま

ずは利用率の方が目標を超えてきたというところが上半期、回復傾向に

若干ではあるのですけれども、あろうかと見ております。回復基調であ

るというところを物語っているというものでございます。ただ、黒潮荘

の場合につきましては、上半期の中に含まれています夏期期間、いわゆ

る夏休みの期間というものがトップシーズンでございます。７月８月の

期間が含まれている上半期までの利用率が、過去の傾向から言っても利

用率が高くなるという傾向が既に出ております。こういったところもご

ざいますので、まだまだ予断を許さない状況であるということもござい

ます。３ページについては以上でございまして、続きまして、下の４ペ

ージをご覧いただきたいと存じます。こちらの方が項番の２でございま

す。１番は上半期、４月から９月までの状況をお話しさせていただいて

おりました。これを受けまして、項番の２では、令和４年度、今年度に

おける黒潮荘に係る追加繰入の考え方についてでございます。今しがた

ご説明をさせていただきましたとおり、利用率については、行動制限の

緩和や直営施設利用助成金の特別加算の効果もあり、改善傾向にあるも

のの、いまだ引き続く、新型コロナウイルス感染症の拡大や、台風１４

号等の天候の影響により、繁忙期である夏期期間でキャンセル数が増加

しておりました。４月から９月末までの累計で、１,７５５人のキャンセ

ルが出ている状況でございます。こういったことから、現時点において

令和４年度当初予算の利用率及び施設収入額を達成できる状況になるか
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は不透明な状況にあります。新型コロナウイルス感染症の影響により運

営に必要な資金の不足額の増加が生じた場合には、前年度に引き続き当

該増加額の追加繰入れを行う必要があると考えるものでございます。こ

こで補足でございますけれども、現状は利用率の方も上回っております。

ただ、先ほど申し上げましたとおり、やはりトップシーズンの影響がご

ざいます。この中でトップシーズンでありますこの夏期期間におきまし

てもキャンセルが出ていたということも事実でございます。具体的には

１日に３組のご家族様がキャンセルになりましたという中で、黒潮荘で

もキャンセル待ちをいただいておりますので、３組キャンセルが出たら、

２組は取り返せるというようなところが日々続いていたものでございま

して、結果的に、上半期までの状況におきましては、そこまで落ちなか

った、むしろ年間の目標はクリアすることができたということで、状況

としては、回復基調にもございますし、悪くない状況ではございますが、

トップシーズンが終わった秋以降がまだまだ伸びて、目標まで達するか

どうかは正直難しい状況でございまして、キャンセルについてもいただ

く状況が続いておりますので、こういった場合におきまして、資金の不

足額が見込まれました場合におきましては、昨年度までに引き続き、追

加繰入に伴いまして、その影響分の方を追加繰入で賄わせていただくと

いうことも場合によっては生じるものでございます。では恐れ入ります。

一枚お捲りいただきまして、５ページをご覧いただきたいと思います。

こちらの方のページが項番３ということで、黒潮荘の利用人数比較とい

うものでございます。こちらは、土曜日などの繁忙期、それから平日と

の比較ができる資料というものでございます。こちらの方も、先に欄外

の※印、下の方にございますが、令和４年９月の利用人数につきまして

は、速報値というものでございます。よろしくお願いいたします。こち

らの方につきましては、令和４年度までの数字につきましては、初めの

方でご説明させていただきました黒潮荘の利用状況等比較表の人数と同

じものが入ってくるというものでございます。この中で見ていただきた

いのは、比較増減の平成３０年度対比、それから比較増減の令和元年度

対比がございます。この中で、８月をご覧いただきたいと思います。右

の方にいきますと、令和元年度対比でいきますと、６２８人のマイナス

と、平成３０年度対比でいきますと７１１人のマイナスということが出

ております。先ほど申し上げましたとおり、中々、キャンセルの方が続

いてコロナの第７波といわれるものでございましたが、こういったとこ

ろの影響で、キャンセルの方が出ておりまして、少しずつキャンセル待

ちで取り返してはきたのですけれども、結果的にこのコロナ禍前の令和

元年度、それから最終的に売上を元に戻していきたい平成３０年度のと

きの利用人数と比べましても、夏休みのトップシーズンのところを含め

てもまだまだ影響の方が出ているということが見て取れると思います。

続きまして、下の６ページをご覧いただきたいと存じます。こちらが項

番の４、今後の運営についてというものでございます。中身に入る前に、

こちらの方は、前回の第２回までの検討委員会におきまして黒潮荘の方

につきましては、休止後の方向性の方につきまして、ご議論をいただい

ておったところでございますが、事務局といたしましては、そういった

方向性の前に、まずもって、売上を増加させていくことが第一として、

今後も取り組んでいく所存でございます。そういったことから、今後の
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運営について、今回お示しをさせていただいているものでございます。

では、６ページになりますが、令和４年度第２回施設運営検討委員会、

８月１７日に開催させていただいたものでございますが、こちらにおい

て、黒潮荘における欠損金補てん積立金が枯渇した場合の営業休止の目

安については、欠損金補てん積立金の残高が１億円を下回ることが見込

まれる場合とすることとされたところでございます。今後の運営につい

ては、そのような事態に陥らないよう収支改善、施設収入の増加により、

利益金が出るよう取り組んでいくことが最優先、重要課題であると捉え

ているものであり、なお一層の利用促進、利用率向上に真摯に努めてい

くものでございます。こういったところから、売上を上げていく施策と

いうことになるわけでございますけれども、まずは（１）でございます。

販売プラン・コース、食事メニューなどの刷新というものが挙げられる

かと思います。これは、令和４年６月に実施した高価格プラン「海彦・

山彦プラン」の好評を受け、令和５年２月頃に、新たな高価格プラン「華

プラン」の販売に向けて準備を進めているものでございます。令和５年

度においても、当該高価格プランの売上状況を考慮しながら、高価格プ

ランの販売を予定するものです。また、併せまして既存の食事メニュー

などの刷新を検討していくものです。補足でございますけれども、６月

の方につきましては、令和元年度の方の数字はおかげさまをもちまして、

利用人数におきましても、売上におきましてもクリアをしたと、令和元

年度、コロナ禍前をクリアすることができたという状況でございました。

またその中で平均の利用単価が２，０００円程度上昇したというところ

もございまして、保養所という特性もございますが、今回特別加算の２，

０００円を含めて実施をさせていただいているところでございますけれ

ども、組合員様のニーズ、一定程度そういった金額おいても、おいしい

ものを食べたいといったところのニーズにお応え出来ているのではない

かと事務局としては考えております。こういったところを受けまして、

今年の春頃、ちょうど２月というのは、黒潮荘の方は暖かくなってくる

時期でございまして、お花も徐々に見ごろになってくる時期でございま

すので、うまく活用しながら、また海彦・山彦で培いました、良い物を

おいしく召し上がっていただくというところを華プランの中に凝縮させ

ていただきまして、もちろん飲み放題とかもついているわけでございま

すが、こういったところを販売しながら、売上を上げていくということ

を考えております。６月の売上を上回るように取り組んでまいるもので

ございます。続きまして、（２）でございます。利用促進というもので

ございます。利用促進に対しては、黒潮荘を利用したことのない組合員

等も少なくないため、「どのような施設であるのか、ご自身で利用し体

感していただく」ことが重要であり、利用していただけるように積極的

な普及宣伝活動に取り組む必要があるものです。恐れ入ります。一枚お

捲りいただきまして、７ページにまたがっておりますが、さらに、非常

勤職員への短期給付等の適用拡大による新たな組合員及びその家族にも

注視し、同様に対応していくものです。この利用促進というものが、下

の①、②に細分化されているわけでございます。とにもかくにも一番大

きいのが①になろうかと思います。この１０月１日からでございますけ

れども、当組合の方にも適用拡大による新規組合員というものがたくさ

ん短期組合員になられております。この新規組合員への利用促進という
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ものがやはり挙げられるかと思います。適用拡大による新規組合員向け

の施策として、組合員向けの宿泊プランを軸に助成券を利用したお得な

価格のプランを周知し、新規需要の開拓を行うということが重要である

ということで取り組んでいくものでございます。また、②番目としまし

て、地域との連携というものが挙げられます。施設運営については、施

設所在地である鴨川市や観光協会及び、加盟している鴨川温泉旅館業協

同組合との連携が必須であり、協同しながら、鴨川市全体の観光をはじ

め、旅館・ホテル業界が発展、活性化するよう取り組んでいくことが必

要であり、黒潮荘自体の運営に対してもプラス効果となるものと思われ

ます。また、黒潮荘近隣地域においては、マリンスポーツ、海の近くで

ございますので、こういったマリンスポーツ、スクール等を行っている

業者があるため、こういったところと遊園施設契約等を行い、組合員が

利用しやすい環境を整えるとともに、その他、近隣各市町村と連携して、

黒潮荘を中心核としたレジャースポット、社寺仏閣、歴史探訪などを紹

介し、来訪の際の宿泊利用の促進を図り、観光協会ホームページへのリ

ンク等による地元鴨川市の観光情報、紹介等を共同し紹介していく、な

どを今まで以上に積極的に取り組む必要があるものです。やはり、鴨川

市自体に足を運んでいただける方も徐々に少なくなっているところでご

ざいます。改めて、観光協会、鴨川市、また温泉旅館業協同組合などと

こういった会合等に参加しながら地域と連携しながら取り組みを図って

いく。それと同時に黒潮荘を使って、お泊りいただきながら周りのマリ

ンスポーツ、こういったところを使えるところを増やして新規の組合員

の方のご利用をいただけるよう取り組んでいくという考え方でございま

す。では恐れ入ります。下の８ページをご覧いただきたいと存じます。

項番の５でございます。維持及び保全計画等についてでございます。こ

ちらの方は、令和３年度答申、昨年度の答申におきまして、令和４年度

以降、施設を運営するために必要な修繕のみを基本として、経常費用で

ある修繕費により対応することが適当であります。」とされたことから、

令和４年度においては、修繕費により対応したものです。令和５年度以

降においても引き続き令和３年度答申に基づき、修繕費による対応とす

るものと考えているものでございます。以上で令和３年度答申を受けた

今後の対応についての、①番の黒潮荘についての説明を以上といたしま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

委 員 長  ありがとうございました。ただいま説明のありました、黒潮荘の件に

つきまして、ご質問がございましたら、お願いいたします。はい、須藤

委員。 

 

須藤委員  ちょっといくつか教えて欲しいのですけれども、一つは、稼働率が目

標に達していない要因は、休館日の設定との関係があったのではないか

と思うのですけれども、その辺どのように考えているのかというところ

と、利用率の促進をするには、私も地区別などで３、４０人を前に市町

村共済の直営施設３施設を利用したことがありますかと聞くと、知って

いるけれども利用したことが無いというのがほとんどになります。だか

ら、今事務局が言われたように積極的な普及活動をしていかないといけ

ないと思うし、あとは目玉だと思います。おいしい料理もそうであるけ
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れども、やはり組合員がここを使ってみたいなというものが、同じ千葉

県にある中で、金額だと思うのですね。やっぱり１万円を超す宿泊とい

うのはよっぽど何かが無いと泊まらないので、この機会に思い切って助

成金を増やさせてもらって、１万円を切るような値段で提供すれば、鴨

川の松原がもっと売れていくのではないかと思うのですけれども、その

辺の見解をお聞きしたいと思います。 

 

委 員 長  はい、白井施設管理課長。 

 

施設管理課長  はい。須藤委員、ありがとうございました。２点ほどいただいており

ます。まず、稼働率の方につきましては、休館日、今年度４８日間の休

館日を設けさせていただいております。こちらの影響具合ということで

ございました。事務局としましては、稼働率というものはもちろん大事

でございますけれども、重視しているのは利用率でございまして、この

場合ですと、利用率と稼働率がかなり近いところにきているものでござ

います。結果論かもしれないのですけれども、お部屋の定員に近い形で、

そういった組数のお客様にご利用いただくことができたと事務局として

は捉えているものでございまして、この４８日の休館の影響で稼働率が

下がっていると言いますか、目標まで達していないとは状況としては、

捉えられていないと言いますか、そういったところの影響があるとは考

えているわけではございません。お一人でお部屋を使うだけでもやはり

稼働率は上がっていきますので、そういった意味では、黒潮荘の方も利

用率の方、利用人数がうまく定員ベースに合うようにコントロールでき

ているのかと事務局としては考えているものでございます。 

 

施 設 長  はい。 

 

委 員 長  はい、工藤施設長。 

 

施 設 長  はい。２番目にご質問いただきました利用促進の部分についてですが、

確かに須藤委員のおっしゃるように、知ってはいるのですけれども、利

用したことが無いというような方が数多くいるという現状は、事務局の

方としても、その辺は捉えているところでございまして、そういった中

でこの１０月から適用拡大になられた方に対しましては、個別に共済だ

よりの中に共済ガイドを織り込ませていただいております。その中で、

施設も積極的にご利用していただきたいというところで、各施設ＰＲさ

せていただいておりまして、まず、どのような形で予約ができるのか、

予約はどのようにしたら良いのかというようなことも含めて案内させて

いただいておりますので、こういったところも参考にしていただきなが

ら、３施設を利用していただきたいと思っております。また、値段につ

きましては、高単価プランを設定させていただいて、ご好評をいただい

たという部分もございます。これからの収支という部分もございますが、

やはり１回も利用されたことが無い方を、黒潮荘を始め他２施設に来て

いただく部分につきましては、特典など、そういった部分プラス、おっ

しゃるように金額的に低廉な価格でというところをやっていくことがプ

ラスになるのではないかと思っておりますので、今の段階ではまだ詰ま
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っていないのですが、この１０月からの方もいらっしゃいますし、来年

度また新規採用の方もいらっしゃると思います。それから、まだ１回も

という方も組合員の中には数多くいらっしゃいますので、そういった

方々に積極的に黒潮荘を利用していただくようなプラン、キャンペーン

等を、やはり月の中で弱いところなどございますので、そういったとこ

ろなどを中心にこの予算時期、来年度に向けて考えていきたいと思って

おりますので、そういったことで、運営の部分にも書かせていただきま

したが、一度も利用したことが無い方に利用していただくという策を積

極的に行っていきたいと思っているところでございます。以上です。 

 

委 員 長  はい、須藤委員。 

 

須藤委員  一つだけ確認したいのは、今年から２，０００円の補助が出ることに

よって利用率が増えてきている。今後の運営について、欠損金補てん積

立金が１億円を切ったら営業休止だよと追い込まれている状況の中で、

やはりこの段階で、令和５年度の段階から思い切った策を取らないと、

あっという間に条件を切る用な状況になってしまうと思います。だから

そういった意味で、施設長もおっしゃったけれども、低額な金額で泊ま

れて、おいしいものが食べられると、なおかついい景色が見られて磯の

香がするということをどんどん宣伝していただきたいと思いますのでよ

ろしくお願いいたします。 

 

委 員 長  須藤委員、よろしいですか。他の委員は何かございますか。はい、平

野委員。 

 

平野委員  平野です。よろしくお願いします。私、何回か利用率を上げるために

平日の思い切った助成ができないかと質問をさせていただいているので

すけれども、やはり閑散期、積極的なサービスをしていただいて、利用

率を上げていくことも必要じゃないかと思いますので、そちらについて

どのようにお考えしているのかをお聞かせ願えればと思います。あと、

今年度またコロナの関係で追加繰入を行う予定だということですけれど

も、実際今民間の宿泊施設でコロナの関係で、国などで追加の補助など、

あとは修繕などそういった形のものに対して国などの補助などがどうい

った形で出ているのか。それで、黒潮荘では対応していただけないので

しょうけれども、仮に、黒潮荘で修繕をする場合に、民間であったら国

からこの程度補助が出るよということであれば、やはりそちらについて

は繰入等行うべきではないかと考えますので、そちらの意見なども聞か

せていただければと思います。よろしくお願いいたします。 

 

委 員 長  はい、白井施設管理課長。 

 

施設管理課長  はい。平野委員、ありがとうございます。まず、平日のところのご利

用というのは、平野委員から以前までも検討委員会の中でもいただいて

いたものでございます。まず、状況になるわけでございますけれども、

資料の５ページをご覧になっていただきますと、繁忙期と平日の状況が

出ておりまして、一番右側の令和元年度対比をご覧になっていただきま
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すと、コロナ禍前の令和元年度と比較しますと、おかげさまで、少しず

つこの平日の小計欄をご覧になっていただきますと、上半期ベースで３

９２名の方ではございますが、３９２名様の利用が今年度は上回ってい

るというところが出ております。こういったところから、特別加算２，

０００円の効果もございまして、平日のご利用も少しずつであるものの、

伸びてきておりますし、回復基調にあると見ております。ただ一方、平

成３０年度対比と比べますと、まだまだ平日が△の１，０１０人という

ことでございまして、やはり売上目標である２億円のペースにはまだ達

していないということはございますが、少しずつではございますけれど

も、平日の利用は伸びてきているというところを一つ申し上げさせてい

ただきたいと思います。その上で、助成金等を含めてということになる

かと思いますが、今後どのようにというところで、思い切った金額とい

うところもいただいたところでございます。現状では、黒潮荘の一番下

の１泊２食付きの料金ですと、５，８００円ということで販売させてい

ただいております。これは１泊２食で特別加算２，０００円を含んだ金

額でございます。助成金額が今７，５００円という金額になっておりま

すので、そういったところもございまして、１泊２食で５，８００円と

いうのは、近隣の鴨川地区のエリアからするとかなりお安い料金でご利

用いただけるのではないかとところが、実は事務局でも捉えているとこ

ろでございます。助成金額の増加というところは、またちょっとこの話

とはなかなか難しいものですから、現状黒潮荘としましては、市場相場、

特に鴨川市のエリアのところの状況を見ながら、平日対策という意味で

は適宜料金設定も当然検討していかないといけないと考えている次第で

ございます。大谷先生、補足をお願いします。 

 

委 員 長  はい。大谷専門員。 

 

専 門 員  民間の方でというご質問がございましたので、私の方から現在の状況

をお伝えさせていただきます。まず、２つあるのですけれども、１つ目

が補助金関係、それから２つ目は融資についてお伝えさせていただきま

す。まず補助金につきましては、今年度、現在も使われているものとし

ましては、先ほどもお話しがありました雇用調整助成金というものがご

ざいます。それから２つ目の補助金としましては、これはすべての施設

が対象というわけではないのですけれども、観光庁の方から出ておりま

す、高付加価値化補助金というものがございます。それから、３つ目は、

現在行われております県民割、それから１１日からスタートする予定の

全国旅行支援というものがございます。少しずつ中身の説明をしますと、

雇用調整助成金はもう皆さんもご存じかと思いますけれども、一定の方

を休業させた、もしくはお休みにした場合は、雇用者の方に補助が出る

という仕組みで、就業されている方にとっては、以前とほぼ同じような

給与がいただけると。これは補助率というのはその雇用者によって違っ

てきますけれども、原則的に雇用者が定めた給与を補てんするという仕

組みでございます。もうここはあまり詳しい説明は必要ないかと思いま

す。それから、観光庁の出している補助金としましては、高付加価値化

補助金というものがございまして、これは、目的としましては、施設の

改修工事に主に当てられております。これは一つ一つの施設が申請をす
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るというものではなくて、地域で申請をするというものですので、温泉

組合だとか、市町村の方が代表になって、その地域でどういった補助を

いただくかということを決めた上で、各施設が応募をして、その応募の

内容に沿って審査をいただいて補助をするということになります。私の

お客様でもこれを使っているところがありますけれども、部屋の改装で

あるとか、玄関周りであるとか食事処の改装であるとかそういったもの

に対して補助をいただいているものでございます。それから、３つ目に

は先ほど申しました県民割とか、全国旅行支援というものがあります。

これについては、宿泊者が泊まった際に、県民割であれば５，０００円

を最大として補助があります。全国旅行支援の方は、詳細はまだ各施設

には下りて来ていないようですけれども、上限が８，０００円と伺って

おります。こういったものを使うことによって経営が厳しいところにつ

いては、ある程度資金が回る用になっている仕組みでございます。それ

からもう１点、補助といいますか融資についてでございますが、もちろ

んこれは政府系の金融機関からこのコロナ対応の融資が出ておりました

けれども、現状は回収する方に、どちらかというと金融機関の方は動か

れているという現状でございまして、追加で資金が足りないので貸して

くださいというものについては、今は、コロナ資金というのはもう期限

が間もなく迎えるか、もう期限を迎えたと記憶しております。ちょっと

この辺りは不確かです。ただ、政府の方から円安の影響であるとかによ

ってまた経営が厳しくなってきているというのは現実でございますので、

それのための支援が出てくるのではないかと我々は期待しておりますけ

れども、まだこの辺りも詳細は決まっていないと理解をしております。

以上申し上げた点でございます。それと、以前はあったのですけれども、

時短要請協力金という、これも補助金でございますけれども、これもあ

ったのですけれども、これは緊急事態宣言が出ている間だけですので、

今年度は確か、今のところは無いという理解でございます。ですから、

限られた補助金でございますけれども、あることはありますし、旅行者

に対して、宿泊者に対して補助が出ているというのも現実でございます。

以上でございます。 

 

委 員 長  はい、平野委員よろしいですか。 

 

平野委員  どうもありがとうございました。私の言いたいところで言うと、総務

省から繰入れはなしという指示が来ている中で、ただ、実際独立採算と

いっても、民間の宿泊業者の繰入れに相当するような補助などをもらっ

ているようであれば、そちらと同じような形で見てあげないとフェアじ

ゃないと思いますので、そこら辺も考えて、今後の運営について考えて

いただければと思いますのでよろしくお願いします。 

 

委 員 長  はい、ありがとうございました。他にございますか。よろしゅうござ

いますか。はいそれでは、ご意見等が尽きたようでございますので、質

疑を終結させていただきます。ここで、１０分間休憩とさせていただき

ます。再開を１０時５５分としますのでよろしくお願いいたします。 

 

（１０分間休憩） 
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委 員 長  それでは、全員お揃いですので、再開いたします。続きまして、オー

クラ千葉ホテルに関する説明をお願いいたします。白井施設管理課長。 

 

施設管理課長  はい。では、引き続きまして、資料のご説明をさせていただきます。

資料につきましては、同じ資料の②、オークラ千葉ホテルのものでござ

います。令和３年度答申を受けた今後の対応についてということで、右

側の方にオークラ千葉ホテル、そして温浴施設スパ・スカイビューと入

っている資料をご覧いただきたいと存じます。恐れ入ります。一枚お捲

りいただきまして、１ページをご覧いただきたいと思います。項番１番

でございます。オークラ千葉ホテルの利用状況についてというものでご

ざいます。令和４年１０月３日時点のものでございます。（１）としま

して、オークラ千葉ホテル部門別売上比較というものでございまして、

４月から９月までの累計というものでございます。半年分の累計という

ものでございます。こちらの表が令和元年度、コロナ禍前と比較しまし

てというところが掲げられているものでございまして、一番右から一つ

左にいったところが令和４年度の、今年度の実績数値というものでござ

います。ただ、欄外の一番下に掲げさせていただいておりますが、こち

らの方、※印にありますとおり、令和４年度実績の売上高については、

現在の速報値というものになりますので、若干の変動がございますこと

をお含みおきいただきたいと思います。その上で、この表に掲げてある

ものでございます。令和４年度の実績は今期の実績。その一番右側でご

ざいますが、令和４年度当初予算というものがございます。こちらが、

令和４年度の施設収入ベースでいきますと１０億を超える、まず一旦の

目標で掲げさせていただいているものでございます。こちらの予算ペー

スでいきますとこの当初予算の一番上のところで、各部門の積み上がっ

たところの一番上に赤いラインが引かれております。ここの実線のとこ

ろまで達している、もしくは超えていることが望ましいわけでございま

すが、この赤いラインにこの令和４年度の実績が到達していないという

ことが見て取れるかと思います。この上で下の表をご覧いただきたいと

思いますが、まずは合計欄をご覧になっていただきたいと思いますが、

令和４年度実績というものと、一番右の令和４年度当初予算というもの

がございます。合計欄をご覧になっていただきますと、約１億円ほどま

だ到達していないということになろうかと思います。そんな中、この表

の一番上の宿泊部門でございますけれども、宿泊部門はおかげさまで助

成券効果というのもございまして、当初予算を上回る実績がございまし

て、宿泊部門につきましては、おかげさまで少しずつではございますが、

回復傾向にあるのかと現状では見ております。今後の感染状況等にもよ

ろうかと思いますが、現在のところ宿泊部門は予算を上回るペースとい

うことでございますので、黒潮荘の利用率の方も上がっておりましたの

で、同じような状況が見て取れるのかと見ております。また、会議と宴

会部門ですけれども、宴会はまだ飲食を伴うものはご利用いただけてい

ない状況でございまして、その代わり会議のみ、総会のみといったとこ

ろの需要が伸びてきているというところがございまして、お客様の反応

というか、ニーズとしましては、まだまだ飲食を伴うもののところまで

は達していないというものでございます。そういう状況の空気感という
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ものでございます。これを受けまして、このそれぞれの宿泊から婚礼ま

での部門の人数等を掲げたものが下の２ページから５ページまでの状況

でございます。こちらの方が各部門ごとに人数や件数等を比較できる表

となっておりまして、１ページの状況と同じ形になっているわけでござ

いますが、それぞれの部門ごとが見て取れるものでございます。（２）

としましては、２ページの方は令和４年度の利用状況等の比較表という

ことで、これが宿泊部門でございます。こちらの方で令和４年度の利用

人数の合計欄を見ていただきますと、合計で４月から９月までで、１４，

１３７人の利用、５６．８％の利用率、７０．６％の稼働率というもの

でございました。比較増減をご覧になっていただきますと、令和３年度

の比べると、やはり大きく、累計の方でも５，２７３人と増加傾向にあ

るということで、回復傾向、回復基調にあると見て取れるかと思います。

ただ一方、平成３０年度、コロナ禍前と比べますと５，６５８人のマイ

ナスということで、コロナ禍前にはまだ達していないというところでご

ざいまして、好調な宿泊部門においてもまだ道半ばというところが見て

取れるかと思います。続きまして、一枚お捲りいただきまして、３ペー

ジでございます。こちらの方は（３）としまして、令和４年度のオーク

ラ千葉ホテル利用状況等の同じ比較表で、会議展示会部門でございます。

最初の１ページでお話しさせていただいたとおり、会議展示会部門にお

きましては、令和３年度、昨年度と比べましてもまた、平成３０年度と

比べましても件数の方は上回っているペースが続いているわけでござい

ます。若干人数の方は、この会議の需要はいただいているのですけれど

も、コロナ禍ということで、人数を絞られたり、人数制限をしたりとい

ったお客様が若干多いように聞いておりますが、ひとまずは、この会議

展示会部門、最終的には宴会部門も同じですけれども、顧客との繋がり

を切らせないように、日々セールス活動をしながら、来たるべく、コロ

ナが明けたら依然と同じように会議や懇親会等で使用していただけるよ

うにセールス活動をしていただいているものでございます。続きまして、

下の４ページでございます。（４）の令和４年度のオークラ千葉ホテル

利用状況等比較表の婚礼部門でございます。こちらの方も少しずつでは

ございますが、昨年度と比べますと、婚礼の件数と人数につきまして、

上回っている状況でございます。平成３０年度と比べますとまだまだで

はございますが、昨年度を上回っておりますので、令和２年度、３年度、

４年度と少しずつ回復傾向にはあるのかと見て取れます。ただ、婚礼自

体が、件数の方を少しでも取っていくということでセールス活動を続け

ているわけでございますが、やはり人数の方で、大型の挙式などという

のは、まだまだお引き合いが少ない形でございまして、少しずつ２０人

超えの、オークラ千葉ホテルの中では中人数帯と言われているところに

利用が少しずつ入ってきているというところで伺っております。まだま

だ少人数とかフォトウェディングなどの写真撮りだけのパターンの方が

多いということございます。では、また１ページお捲りいただきまして、

５ページをご覧いただきたいと存じます。こちらの方が（５）といたし

まして、令和４年度オークラ千葉ホテル利用状況等比較表の宴会部門で

ございます。令和３年度実績と比べますと、件数、人数ともに少しずつ

元に戻してきているというものでございますが、平成３０年度と比べま

すとまだまだ、特に利用人数の方は大きく開きがあるものでございます。
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こちらの方は、懇親会等になるわけでございまして、会議が終わったあ

との懇親会のところがご利用いただけるような状況に向けて、お客さん

との繋がりを切らさないようにセールス活動を引き続き続けていくとい

うところで事務局としては考えております。恐れ入ります。下の６ペー

ジをご覧いただきたいと存じます。（６）でございますが、オークラ千

葉ホテル直営施設利用助成券利用枚数比較というものでございます。令

和４年１０月３日時点のものでございまして、こちらの方、平成３０年

度から令和４年度までの４月から９月までの比較ができる表というもの

でございまして、黒潮荘と同じような形でございます。グラフにつきま

しては、傾向が見て取れるかと思います。では、下の表の数字をご覧に

なっていただきたいのですけれども、こちらが直営施設利用助成券の利

用枚数を掲げているわけでございます。合計欄をご覧いただきますと、

令和４年度では一番右下の９，２２５枚のご利用があったわけでござい

ます。やはり、利用券を使っていただける組合員等の利用が、この利用

券の枚数からいっても伸びているということ分かろうかと思います。こ

ちらの方も※印が欄外にございますが、令和４年９月の利用枚数につい

ては速報値というものでございますので、ご承知おきいただきたいと思

います。その上で参考になるわけでございますけれども、９月末までの

宿泊者数、累計の数字でございます。２ページの令和４年度の利用人数

が１４，１３７人のご利用があったわけでございます。このうちの９，

２２５枚利用券を使っていただいておりますので、約６５％くらいの方

が、利用券を使える組合員等の利用があったということになってまいり

ます。では、恐れ入ります。一枚お捲りいただきまして、７ページをご

覧いただきたいと存じます。項番の２でございます。令和４年度におけ

るオークラ千葉ホテルに係る追加繰入の考え方についてでございます。

令和４年度におきましても、新型コロナウイルス感染症拡大の影響が生

じており、令和４年度から実施している直営施設利用助成金の特別加算

の効果によりまして、宿泊部門を中心に組合員利用が少しずつ改善して

いる状況であるが、コロナ禍前に売上の多かった宴会、婚礼部門におい

ては、回復しているとは言い難く、昨年度と同様に当該影響相当分の「繰

入」を行う必要があると、生じてくるのではないかと事務局としては考

えているものでございます。今後の売上状況によっては、この影響相当

分の繰入を考えているということでございます。では恐れ入ります。下

の８ページをご覧いただきたいと存じます。項番の３番でございますが、

オークラ千葉ホテルに係る建物診断、調査中ではございますけれども、

建物診断についてというものでございます。現在オークラ千葉ホテルの

建物診断というものを実施しているところでございますが、予定では１

１月末までの期間を要するところでございますので、現時点では、ここ

にありますとおり、令和４年９月３０日時点での、まだまだ精査前の、

速報レベルの段階でございますけれども、早期に改修が望まれる項目で

あるとかその所要額の見込みというものが、建物診断を実施している設

計業者からいただいているものでございます。なお、この早期というも

のにつきましては、直近３年間くらいの間で手を入れた方が良いのでは

ないかと伺っているものでございます。中身でございますが、改修項目

というものがございます。一つずついきますと、最初が、屋上ウレタン

塗膜防水工事などがあると伺っております。また、外壁打診調査は正式
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に実施した方が良いのではないかと伺っております。これに伴いまして、

打診調査次第になるわけでございますが、外壁シール打替え、外壁タイ

ル浮き部分の補修、下の外壁再塗装、この塗り壁部分のところなどが生

じてくるであろうというものでございます。また、床モルタル割れ部分

がまあまあ出て来ておりますので、こういったところの補修、防水塗膜

が必要であろうと伺っております。また、駐車場の床のＦＲＰ系の塗膜

防水改修であるとか、また設備的なところでは温水二次ポンプの更新が

必要ではないかと伺ったものでございます。これを受けまして、まだま

だ精査前の段階ではございますけれども、かなり粗い、概算ということ

でございますが、この建物診断を実施している設計会社によりますと、

所要額の見込みとしましては、約３億５，３００万円ほどかかってくる

であろうとところで伺っているところでございます。これを受けまして、

欄外の※印でございます。令和３年度末時点のオークラ千葉ホテルの経

理で引き当てている特別修繕引当金の残高は、約３億１６８万円である

ものです。下の※印の方につきましては、上記項目については、建物診

断業務実施業者からの提案によるものであり、実施項目、実施時期等に

ついては、正式に診断が終わって、報告書等をいただいてご説明をいた

だいたあとに、改めて事務局で検討をするものでございます。続きまし

て、１枚お捲りいただきまして、最終裏面でございます。９ページをご

覧いただきたいと存じます。項番の４でございますが、令和４年度保健

施設、こちらスパ・スカイビューの利用状況等の比較表というものでご

ざいます。こちらは、令和４年８月３１日時点のものでございまして、

３０年度、令和３年度と今年度の令和４年度が比較できるものでござい

ます。令和４年度の一番右の合計欄、右下のところをご覧いただきたい

と思いますが、４月から８月までの累計で１万６４３人のご利用をいた

だいている状況でございます。これが今どのような状況かというところ

が下側の二つになるわけでございますが、利用人数比較増減というもの

が平成３０年度の８月末、同時期の累計対比、それから令和３年度８月

末累計の対比というものがございます。これを見ますと令和３年の８月

末累計対比でいきますと今年度は合計欄をご覧になっていただきますと、

３，２０９名様の増加ということで、やはり、宿泊利用もございますし、

こういったところで少しずつご利用が伸びてきているということが見て

取れるかと思います。また、コロナ禍前、平成３０年度同時期と比べま

すと、合計で１，１０７人のマイナスとございますから、まだコロナ禍

前というところまでの回復というわけにはまだいかない状況ではありま

すけれども、少しずつスパのご利用も戻りつつあるということが分かろ

うかと思います。では、以上で令和３年度答申を受けた今後の対応につ

いて、オークラ千葉ホテル、また、温浴施設の説明を以上とさせていた

だきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

委 員 長  はい、ご苦労様でした。ただいま説明のございました、オークラ千葉

ホテルの件につきまして、ご質疑がございましたらお願いいたします。

はい、松本委員。 

 

松本委員  はい、松本です。よろしくお願いします。８月か９月に千葉市の方で

食事のクーポン、割引券が発行されておりますよね。５００円のチケッ
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トを買って、上限の半額まで補助するというのがあります。多分それは

オークラも使っていると思うのですけれども、オークラのレストランで

どのくらい使っているのか。また、レストラン部門でクーポンによって

効果があったのかないのか、そこをお聞きしたい。もしわからなければ

次回のときでもよろしいので。よろしくお願いします。 

 

委 員 長  はい、白井施設管理課長。 

 

施設管理課長  はい。ご意見ありがとうございます。ちょっと手持ちの資料では数字

を押さえられておりませんので、次回にご報告をさせていただきたいと

存じます。 

 

委 員 長  よろしゅうございますか。 

 

松本委員  はい。 

 

委 員 長  では、他にございますか。よろしいですか。ありがとうございました。

以上で質疑を終結させていただきます。続きまして、那須の森ヴィレッ

ジに関する説明をお願いします。関福祉課長。 

 

福祉課長  福祉課の関でございます。よろしくお願いいたします。私の方からは

那須の森ヴィレッジについてご説明をさせていただきます。では、那須

の森ヴィレッジの資料の１ページをご覧ください。１といたしまして、

長期的な維持に向けての評価・検討についてでございます。まず、（１）

事務局の考え方といたしまして、第１回の本検討委員会において提案を

させていただきました内容の振り返りでございます。読み上げます。非

常勤職員への短期給付等の適用拡大、また、直営施設利用助成金の特別

加算の効果測定を行う必要があることから、令和５年度までの利用率の

改善状況等について、令和６年度以降に評価を行うことが必要であると

考える。当該評価において長期的に維持していくことが望まれる施設で

あると評価された場合は、令和３年度の答申を踏まえ、令和７年度以降

の利用料金の見直しとともに、閉所期間の維持管理に係る費用相当額の

繰入れの再開などについて検討を行うことが必要だと考える。本日は、

この考え方に基づきまして、現時点までの利用率の改善状況等を中心に

ご説明をさせていただきます。２ページをご覧ください。（２）令和４

年度の那須の森ヴィレッジ利用状況等比較表でございます。こちらの表

は、本年度と年度の利用率が６４．３７％であったコロナ禍前の平成３

０年度及び令和３年度との利用状況等を１０月３日時点において比較し

たものでございます。９月までの比較でございます。本年度は、行動制

限の緩和や直営施設利用助成金の特別加算の効果もあり、７月中旬ごろ

までは、事業計画で目標といたしました利用率６０％への回復が見込め

る傾向が現れていたものですが、その後、第７波の新型コロナウイルス

の感染拡大、また、９月においては、台風１４号の影響も加わりまして、

夏期期間以降の利用予定者に現時点まで５６０人のキャンセルが生じた

ものでございます。その結果といたしまして、表の右下の太枠部分にな

りますが、平成３０年度対比で６０１人の減、一方、令和３年度対比で



 - 17 - 

２，２７９人の増となっている状況でございます。なお、この表にはご

ざいませんが、現時点において見込まれます１０月の利用人数でござい

ますけれども、１，１３１人と事業計画で１０月の目標としていた人数

１，０５９人を上回り、利用率も６２．９％になっているものでござい

ます。また、本年度は１１月２４日で閉所となるものでございます。３

ページをご覧ください。（３）那須の森ヴィレッジにおける直営施設利

用助成券の利用枚数の比較でございます。１０月３日の時点におけるも

のでございます。第７波の新型コロナウイルスの感染拡大などの影響が

出ておりますが、直営施設利用助成金の特別加算は、那須の森ヴィレッ

ジの利用状況の回復に効果があったと判断をしております。４ページを

ご覧ください。（４）那須の森ヴィレッジの経営状況でございます。１

０月３日時点において、青の折れ線グラフである利用率が５７．３４％、

赤の折れ線グラフである客室稼働率が６５．７９％と、本年度の目標水

準でございます利用率６０％、客室稼働率７０％には届いていないもの

ですが、事務局といたしましては、第７波の新型コロナウイルスの感染

拡大などの不可抗力によるキャンセルが生じなければ、当該目標水準へ

回復が可能であったのではないかと考えています。このページの左下に、

令和４年度繰入額見込、約７００万円とございますけれども、５ページ

をご覧ください。本年度の経営状況を踏まえました２といたしまして令

和４年度における那須の森ヴィレッジに係る繰入れの考え方についてで

ございます。これまでの説明と繰り返しになる部分がございますが、読

み上げます。本年度は、行動制限の緩和や直営施設利用助成金の特別加

算の効果もあり、７月中旬ごろまでは、事業計画で目標とした利用率６

０％への回復が見込める傾向が現れていたものですが、その後、第７波

の新型コロナウイルスの感染拡大、また、９月においては、台風１４号

の影響も加わり、夏期期間以降の利用予定者に多くのキャンセルが生じ

たものです。このことにより、事業計画に対して、必要な資金の不足額

の増加、赤字の増加が見込まれますが、１０月以降の利用率に回復傾向

も見えることから、当該増加額は昨年度に比べ減少する見込みです。し

かしながら、施設のこれからの維持及び保全に係る費用などを考慮する

と、本年度においても当該増加額の繰入を行う必要があると考えるもの

です。なお、１０月３日時点の概算で、約７００万円の不足額の増加、

赤字の増加が見込まれるものでございます。６ページをご覧ください。

ここからは、本年度から取り組んでおります３といたしまして、那須エ

リアのネイチャーアクティビティとの連携についてでございます。まず、

８月３１日時点におきます（１）体験型プログラム等利用状況でござい

ますが、那須の森ヴィレッジの夏休み利用者の皆さま方に、個別にその

利用方法などをお知らせするなどしたところ、７月から徐々に利用者が

増えてきた状況でございます。７ページをご覧ください。（２）体験型

プログラム等利用者の那須の森ヴィレッジの利用状況でございます。８

月３１日の時点におきまして、体験型プログラム等利用者の約６割のグ

ループに那須の森ヴィレッジをご利用いただいております。体験型プロ

グラム等の利用者が増えることは、那須の森ヴィレッジの中長期的な利

用率向上に寄与するものと考えております。ですので、引き続きＰＲを

行ってまいります。８ページをご覧ください。４、那須の森ヴィレッジ 

利用人数でございます。１０月３日の時点におきます平成３０年度と、
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本年度の那須の森ヴィレッジの利用者人数を繁忙期と平日に分けて比較

した表でございます。右側の比較増減のとおり、４月から９月までで本

年度は平成３０年度に対しまして、繁忙期で３７９人の減、平日で２２

２人の減となっております。６月までは平日利用者数の増加傾向が見ら

れたわけですが、第７波の新型コロナウイルスの感染拡大などの影響に

より、７月と９月の平日利用者数と８月と９月の繁忙期利用者人数が大

きく落ち込んだことがここでも見て取れるものでございます。直営施設

利用助成金の特別加算により、２親等以内のご家族まで、平日は１泊２

食付きで４，７００円からと大変お得にご利用いただけることから、平

日利用促進のＰＲも引き続き行ってまいります。９ページをご覧くださ

い。５、令和５年度における建物診断の実施についてでございます。読

み上げます。昭和６３年に開設してから３４年が経過し、施設や設備の

老朽化が進んでいることから、今後長期的に必要となる維持及び保全の

ための修繕等を要する箇所の特定と、当該対応に係る費用の把握を目的

とするものです。なお、大改修やリニューアルを含めた長期的な維持・

保全計画、維持投資内容等については、本件診断結果を基本資料として、

令和６年度以降に行う令和５年度までの利用率等の改善状況等の評価に

基づく、長期的な経営方針、利用料金の見直し、繰入の再開などととも

に策定する必要があると考えるものです。なお、本年度の閉所期間中は、

通常の修繕対応を行うものでございます。昨年度の受水槽や給水ポンプ

の交換工事などの規模の工事は予定をしておりません。１０ページをご

覧ください。現時点での建物診断計画案でございます。２の調査概要か

ら説明いたします。（１）調査範囲でございます。那須の森ヴィレッジ

センターハウス、コテージ及び付属棟等施設全体の現状調査、旧維持保

全計画書と実施した改修工事の照合、施設管理者へのヒアリング。（２）

調査項目でございます。細目は省略いたしますが、①といたしまして建

築、②といたしまして電気設備、③といたしまして給排水衛生設備がご

ざいます。（３）調査方法でございます。①、建築でございます。施設

内の巡回による目視、触診、打診棒等器具による点検を行い、劣化度や

建具などの構造的、機能的な問題点の有無確認を行うものでございます。

②、設備でございます。主要設備の目視、作動確認及び名板の読み取り

によって経過年数を確認し、劣化状況の判定を行う。また、施設管理者

へのヒアリングや運転状況等の確認を行い、設備の不備等の確認を行う

ものでございます。３、調査期間でございます。令和５年６月から８月

までの期間で、現地調査から診断結果の策定までを行う予定でございま

す。４、診断結果でございます。維持及び保全計画案として、平成２９

年度に策定した維持保全計画書の形式に基づき策定するものでございま

す。那須の森ヴィレッジについては以上でございます。 

 

委 員 長  はい、ありがとうございました。ただいま説明が終わりました、那須

の森ヴィレッジの件につきまして、ご質問等がございましたらお願いい

たします。はい、松本委員。 

 

松本委員  度々すみません。松本です。ちょっと専門委員に聞きたいのですけれ

ども、この設備の診断、調査結果とか調査概要とかあるのですけれど、

民間もこれくらい、同じようにこれくらいやっているのか。それとも法
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定的なものがあって必ずやりなさいよというのがありまして、例えば自

主的にやっている場合はここがいいだろうという判断もするのか。そう

いう判断の仕方が私たちわからないのでどういう内容なのかも詳しく教

えていただきたいと思っています。 

 

委 員 長  はい。大谷専門員。 

 

専 門 員  私の経験から申し上げます。ちょっと専門とは違うので、こういった

オークラ様のような大きな施設であれば、建物診断専門の設備会社だと

か設計会社とか設計の方とかを入れて行うことがよくあります。という

のが目視だけでは、なかなか分からないところも多々ありますので、そ

れと設備面も複雑ですので、そういったことも行われています。那須の

森ヴィレッジ様について申し上げますと、安全のことを考えると、これ

は、やっておいた方が当然よろしいかと思います。施設様によってもや

り方は様々ですので、こういった建物診断を時間をかけて人を入れて行

う場合もありますし、それとは別に、個別に、例えば設備を管理してい

る業者さんとかが中に入っていれば、そういった方々に定期点検だとか、

先ほどおっしゃった法定点検の時に行うだとかもありますし、普段管理

している方がいれば、なんらかの修繕の時に行うというようなこともあ

りますので、様々な方法がとられているのは現実でございます。ただ、

こう言ったふうに建物診断を行うことによって、全てというのは語弊が

ありますけど大方のところを見ていただくのは安全面だとかを考えると

適切なご判断だと考えます。以上です。 

 

委 員 長  よろしいですか。はい、須藤委員。 

 

須藤委員  昭和６３年に開設してから、建物診断って初めてやるのかということ

と、つい何年か前に経営診断をやっているのだけれども、その整合性は

全然関係ないと思ってよいか。建物診断と経営診断は。その辺がわから

ないのでお聞きしたい。 

 

委 員 長  はい。関福祉課長。 

 

福祉課長  まず、過去の建物診断でありますけれども、平成３０年２月に建物保

全計画書が出来上がっていますので、５年前に一旦行っているものでご

ざいます。そこで長期的な保全をどうするのかといったことがあったの

ですけれども、こういった状況の中で、計画どおりに対応ができないと

いうところで、当面は修繕費で対応していくと理事会で承認を得まして、

今に至っているところです。しかしながら、平成３０年の時の計画書に

も書いてあるのですけれども、この長期的な修繕をこれから実効性のあ

るものとしてやっていくために、やはり５年くらいで見直していきまし

ょうとありました。今回、前回の診断から５年経ちましたので、改めて

実施するということでございます。あと、経営診断との関係でございま

すけれども、この計画はあくまでも、目的に書きましたけれども、今後

この施設を維持していくのに必要な保全はどのようなものがあるのかと

いうものを改めて、来年度洗い出そうということだけを目的としており
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ます。その上で、本資料の１ページ目にこれからこの施設を長期的に維

持していくためにはという事務局の考え方がございますけれども、令和

５年度までの利用率の改善状況等について令和６年度以降にしっかりと

評価していくということと、当該評価において長期的に維持していくこ

とが望まれる施設と評価された場合については、令和３年度の答申を踏

まえて、利用料金などとともに、これからの運営のことについて、長期

的な運営について検討していくということになっているものです。その

ときに、来年度やる診断の結果、利用率がこれだけ回復してきている、

一方、これからこの施設を維持していくためにはこれだけの費用がかか

るというような基本的な資料が必要であろうということで、今回の建物

診断を実施しようと考えております。以上でございます。 

 

委 員 長  はい、須藤委員。 

 

須藤委員  そうしますと、今思い出してきたのだけれども、平成３０年にやった

建物診断で、確か、２０年先くらいまでの修繕計画を立てたと思います。

それは、今回やる建物診断との総合性というのが、どのように変わって

いってしまうか気になっておりますが、その辺はどうなのでしょうか。 

 

委 員 長  はい。関福祉課長。 

 

福祉課長  平成３０年度の保全計画を、今回、来年度もう一度見直すという形、

ただ、計画として出すのではなく、平成３０年度から５年経って、これ

からどういったものが必要なのか改めて見直すということを来年度やる

ということでございます。それは、このあとずっとやる計画にするので

はなく、これから長期的に那須の森ヴィレッジを維持していくための検

討材料、令和６年度以降の評価で使う基本資料にしたいということでご

ざいます。 

 

須藤委員  わかりました。 

 

委 員 長  よろしいですか。はい。他にございますか。よろしいですか。ありが

とうございました。意見が尽きたようでございますので、ここで終結を

させていただきます。それでは、事務局から提案等がございましたらお

願いします。はい、工藤施設長。 

 

施 設 長  はい。私の方からお知らせ、それから提案をさせていただきたいと思

います。先ほど、大谷専門員の方からも少しお話が出たかと思いますが、

この１１日から全国旅行支援が行われます。全国を対象とした観光需要

喚起策というものでございますが、来週火曜日、１１日からということ

でございます。当組合３施設においても、登録が完了いたしまして、参

画いたしますのでお知らせさせていただきます。利用促進に努めて参り

たいと思います。また、組合員等への周知につきましては、各施設ホー

ムページにおいて周知させていただくものでございます。また、次に提

案でございますが、令和４年度、本日、それから第３回目まで、令和３

年度答申を受けた今後の対応ということで、各施設の状況等をご説明い
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たしまして、ご協議、ご議論いただきました内容を基にいたしまして、

令和４年度 諮問第一号に対します、答申書素案を作成させていただきた

いと考えております。ご提案させていただきます。よろしくお願いいた

します。 

 

委 員 長  ありがとうございました。ただいま提案のありました令和３年度答申

を受けた今後の対応につきまして、各施設の説明等を基に、令和４年度

諮問第一号に対する答申書（素案）を作成することについてご了承する

こととして、よろしいでしょうか。 

 

（はいの声） 

 

委 員 長  ありがとうございました。それでは答申書（素案）を作成することに

ついてご理解をいただいたことに対して、感謝を申し上げます。それで

は、次第の５ その他 につきまして、事務局から提案等がありましたら

お願いします。はい、工藤施設長。 

 

施 設 長  はい。それでは私の方から、その他といたしまして、今後の開催日程

等につきまして、ご提案させていただきます。次回、第４回目につきま

しては、１１月１日（火）午前１０時から、当オークラ千葉ホテルにお

いて開催いたしまして、先ほどご了承いただきました答申書（素案）を

提示させいただき、ご確認いただこうと考えております。また、第５回

目につきましては、１１月２４日（木）になりますが、午後４時から、

同じく当オークラ千葉ホテルにおいて開催させていただきたいと予定し

ております。よろしくお願い致します。 

 

委 員 長  はい。ありがとうございました。ただいま事務局から提案がありまし

たことにつきまして、何かございますでしょうか。よろしゅうございま

すか。 

 

（はいの声） 

 

委 員 長  ありがとうございました。この際、委員の皆さま、何かございますよ

うでしたら承ります。追加するようなことはありませんか。ありがとう

ございました。無いようでございますので、以上をもちまして、令和４

年度第３回施設運営検討委員会を閉会させていただきます。委員各位に

おかれましては長時間に渡り大変お疲れさまでした。議事の運営にご理

解いただきましたことに感謝申し上げます。ありがとうございました。 
 

 

 

閉 会 （時刻１１時５０分） 

 

 

 

 

令和４年１０月２５日調製 


